
省

令

改

正

後

改

正

前

（
旅
券
の
記
載
事
項
）

（
旅
券
の
記
載
事
項
）

第
五
条

法
第
五
条
第
四
項
の
外
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
本
籍
の
都
道
府
県
名
、
生
年
月
日
、
性
別
及
び
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
呼
称
と
す
る
。

第
五
条

法
第
五
条
第
四
項
の
外
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
本
籍
の
都
道
府
県
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
と
す

る
。

２

﹇
略
﹈

２

﹇
同
上
﹈

３

申
請
者
か
ら
、
法
第
六
条
第
一
項
第
二
号
の
氏
名
に
加
え
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
氏
名
以
外
の
呼
称
を

併
記
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
我
が
国
又
は
外
国
の
政
府
機
関
又
は
地

方
公
共
団
体
の
発
行
し
た
書
類
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
に
よ
り
当
該
申
出
に
係
る
呼
称
が
社
会
生
活
上
通

用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
か
つ
、
外
務
大
臣
又
は
領
事
官
が
当
該
申
出
に
係
る
呼
称
の
併

記
が
渡
航
の
便
宜
の
た
め
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
申
出
に
係
る
呼
称
を
記
載
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

﹇
新
設
﹈

４

第
二
項
の
氏
名
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
る
呼
称
は
ヘ
ボ
ン
式
ロ
ー
マ
字
に
よ
っ
て
旅
券
面
に
表
記
す
る
。
た

だ
し
、
申
請
者
が
そ
の
氏
名
又
は
呼
称
に
つ
い
て
ヘ
ボ
ン
式
に
よ
ら
な
い
ロ
ー
マ
字
表
記
を
希
望
し
、
外
務
大

臣
又
は
領
事
官
が
、
出
生
証
明
書
等
に
よ
り
当
該
表
記
が
適
当
で
あ
り
、
か
つ
、
渡
航
の
便
宜
の
た
め
特
に
必

要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

３

前
項
の
氏
名
は
ヘ
ボ
ン
式
ロ
ー
マ
字
に
よ
っ
て
旅
券
面
に
表
記
す
る
。
た
だ
し
、
申
請
者
が
そ
の
氏
名
に
つ

い
て
ヘ
ボ
ン
式
に
よ
ら
な
い
ロ
ー
マ
字
表
記
を
希
望
し
、
外
務
大
臣
又
は
領
事
官
が
、
出
生
証
明
書
等
に
よ
り

当
該
表
記
が
適
当
で
あ
り
、
か
つ
、
渡
航
の
便
宜
の
た
め
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

は
な
い
。

５

﹇
略
﹈

４

﹇
同
上
﹈

６

﹇
略
﹈

５

﹇
同
上
﹈

一
〜
三

﹇
略
﹈

一
〜
三

﹇
同
上
﹈

四

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
呼
称

﹇
新
設
﹈

（
旅
券
の
交
付
）

（
旅
券
の
交
付
）

第
七
条

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
旅
券
の
交
付
を
受
け
る
者
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
受
領

証
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
旅
券
の
交
付
を
受
け
る
者
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
受
領

証
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
〜
３

﹇
略
﹈

２
〜
３

﹇
同
上
﹈

４

法
第
九
条
第
三
項
又
は
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
渡
航
先
の
追
加
又
は
査
証
欄
の
増
補
を
し
た
一

般
旅
券
の
交
付
を
受
け
る
者
は
、
別
記
第
七
号
様
式
に
よ
る
受
領
証
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

４

法
第
九
条
第
三
項
又
は
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
渡
航
先
の
追
加
又
は
査
証
欄
の
増
補
を
し
た
一

般
旅
券
の
交
付
を
受
け
る
者
は
、
別
記
第
七
号
様
式
に
よ
る
受
領
証
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
〜
７

﹇
略
﹈

５
〜
７

﹇
同
上
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報
〇
外
務
省
令
第
八
号

旅
券
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
旅
券
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
四
月
一
日

外
務
大
臣

茂
木

敏
充

旅
券
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

旅
券
法
施
行
規
則
（
平
成
元
年
外
務
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍

線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。




